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・
水
・
金
曜
日
発
行

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福

島
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備)

(

暗

渠
排
水)

(

農
道)

)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
八
月
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

黒
石
市
役
所
及
び
藤
崎
町
役
場

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

細
川
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

細
川

雅
祐

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
古
佐
井
川
目
三
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
六)

第
二
一
四
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
七
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

青 森 県 報平成28年７月20日 水曜日 第4175号 4

変
更
前

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
平

成
の
家

変
更
後

社
会
福
祉
法

人
伸
康
会

弘
前
市
大
字
独

狐
字
石
田
一
二

一
の
一

ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト
平
成

の
家

弘
前
市
大
字
独
狐

字
石
田
一
二
一
の

一

平
成
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